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過労死等防止対策推進法では、11月を「過労死等防止啓発月間」としており、厚生労働省では、その一環とし
て過重労働解消キャンペーンを11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向け、集中的な周知・啓発
等に取り組むこととしております。
「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障

害を原因とする死亡やこれらの疾患のことです。
このため、事業主には過労死等防止のための取組として、次の事項の実施が求められます。

◎長時間労働の削減 ◎過重労働による健康障害の防止
◎働き方の見直し ◎職場におけるメンタルヘルス対策の推進
◎職場のハラスメントの予防・解決 ◎相談体制の整備等

この期間に労使協力し、過労死をゼロにして、健康で充実して働き続けることができる社会の実現を目指しま
しょう。

11月は「過労死等防止啓発月間」です！ しごとより、いのち。

勤務間インターバルを導入しましょう ～ 事 業 主 の 努力義 務です～

労働相談はこちら

過重労働解消セミナーはこちら

過労死等防止対策シンポジウムは

こちら

「しわよせ」防止キャンペーンは
こちら

働き方関連法に基づき労働時間等設定改善法が改正され、H31年4月より、終業時刻から次の始業時刻の間に
一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定・施行されており、この休息のことをインターバ
ル時間といいます。「勤務間インターバル制度」とは、勤務終了後から一定時間以上のインターバル時間を設け
ることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。
具体例としては、始業時刻を午前8時、インターバル時間を11時間と設定した場合、23時まで残業をしたとす

ると、次の日の午前10時から始業させることや21時以降の残業を禁止し、次の日の始業時刻以前の勤務を認め
ない等の方法が考えられます。
勤務間インターバル制の導入により、従業員がインターバル時間を確保できるようになることで、①従業員の

健康維持・向上、②従業員の確保・定着、③生産性の向上、が期待されます。
なお、「働き方・休み方改善ポータルサイト」内で、全業種

をはじめとし、建設業、食料品製造業、社会福祉施設・介護
事業、宿泊業・飲食サービス業等さまざまな業種ごとの
導入・運用マニュアル（冊子）がダウンロードできます。
少子高齢化に伴い人手不足が続く状況下、各事業場に

おいては、労働者の定着のためにも勤務間インターバル制度
の導入を積極的にご検討願います。

▶

働き方・休み方改善
ポータルサイトは

こちら
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岩手県最低賃金は令和7年12月1日から、時間額1,031円に改正されます。最低賃金は、年齢やパート・学生

など働き方の違いにかかわらず、働く全ての人に適用されます。日給の方や月給の方が最低賃金額以上の支払と

なっているかは、各会社の所定労働時間で割り戻して時間額を計算し、比較してみましょう。

なお、厚生労働省では、最低賃金を引き上げる中小企業・小規模事業者に向けて、各種支援策を実施しています

ので、是非ご利用ください。

「いわて年末年始無災害運動」が始まります 11月は準備期間です！

「ちゃんとチェック 最低賃金」 岩手県最低賃金 時間額 1 , 0 3 1円

本県においては、12月から1月にかけての寒冷期に発生する転倒災害の約6割、交通労働災害の約5割が
凍結路面など冬季特有要因によるものとなっており、冬季における労働災害防止が極めて重要となっていま
す。また、年末年始は慌ただしさも加わり、労働災害のリスクが高まる時季です。
このため、本年も12月1日から令和8年1月31日まで、「いわて年末年始無災害運動」を展開します。

11月はその準備期間となります。
また、岩手労働局では、冬季間における転倒災害を防止するため、12月から2月までを「冬季転倒災害防

止対策強化期間」と定め、「いわて年末年始無災害運動」と連動し、転倒災害防止に取り組みます。
各事業場においても、各労働災害防止団体等と連携し、冬季特有災害を防止しましょう。

冬季特有災害の防止のポイント
▶積雪・凍結による転倒・墜落災害の
防止！
危険マップ作成等による見える化、
敷地・通路の除雪、融雪剤の散布、
滑り難い靴の着用
作業時のヘルメット着用
▶車両のスリップの防止！
余裕を持った車両運行計画の作成
速度を抑え、早めのブレーキ
ブラックアイスバーンに注意
▶雪下ろし時の墜落防止！
ヘルメット・命綱着用徹底
▶火災・火傷の防止！
▶一酸化炭素中毒の防止！
屋内での発電機等の使用禁止
▶凍結・緩みの繰返しによる土砂崩壊
防止！
▶作業時の保温と体操の実施！
▶強風によるハウス倒壊、雪崩に注意
除雪機械の有資格者作業の徹底
除雪機の着氷除去時のエンジン停止

賃金引上げ特設ページ

支援助成金パッケージ

最低賃金額との比較方法
▶日給の方 1日平均 岩手県
日給 所定労働時間 時間額 最低賃金

（ 円）÷（ 時間）＝（ 円）≧ 1,031円

▶月給の方 1か月平均 岩手県
月給※ 所定労働時間 時間額 最低賃金

（ 円）÷（ 時間）＝（ 円）≧ 1,031円

※参入しない手当等 時間外・休日・深夜割増手当、精皆勤手当
通勤手当、家族手当、臨時に支払われる手当
1か月を超える期間ごとに支払われる手当

業務改善助成金
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